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(57)【要約】
【課題】小型化が図れること。
【解決手段】光電複合モジュール９は、筒状の外郭９１
１、及び当該外郭９１１内に設けられた複数のコンタク
ト９１４，９１５を有するレセプタクル９１と、電気信
号を光信号に変換する光電変換素子９２Ａが実装され、
コンタクト９１４及び光電変換素子９２Ａを中継する第
１プリント基板９２と、コンタクト９１５及び電気信号
ケーブル６２を中継する第２プリント基板９３とを備え
る。第１プリント基板９２と第２プリント基板９３は、
立体的に配設されている。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　撮像信号を出力する撮像素子と、
　前記撮像信号を光信号に変換する光電変換素子が実装される光電変換基板、及び前記撮
像素子と電気的に接続され前記光電変換基板に対して立体的に配設される電気配線基板を
有する光電複合モジュールとを備える
　ことを特徴とする医療用観察装置。
【請求項２】
　前記光電変換基板及び前記電気配線基板の少なくとも一部は、
　異なる平面にそれぞれ配設されている
　ことを特徴とする請求項１に記載の医療用観察装置。
【請求項３】
　前記電気配線基板の少なくとも一部は、
　湾曲した形状を有し、
　前記光電変換基板及び前記電気配線基板の少なくとも一部は、
　異なる面にそれぞれ配設されている
　ことを特徴とする請求項１または２に記載の医療用観察装置。
【請求項４】
　前記電気配線基板は、
　少なくとも一部が湾曲可能とするフレキシブル基板で構成されている
　ことを特徴とする請求項３に記載の医療用観察装置。
【請求項５】
　前記光電変換基板は、
　平面形状を有するリジッド基板で構成されている
　ことを特徴とする請求項３または４に記載の医療用観察装置。
【請求項６】
　前記光電変換基板及び前記電気配線基板の少なくとも一部は、
　互いに重なり合う状態で配設されている
　ことを特徴とする請求項１～５のいずれか一つに記載の医療用観察装置。
【請求項７】
　当該医療用観察装置は、
　内視鏡用カメラヘッドである
　ことを特徴とする請求項１～６のいずれか一つに記載の医療用観察装置。
【請求項８】
　前記内視鏡用カメラヘッドは、
　内部に前記撮像素子を気密に配置する気密部を備え、
　前記光電複合モジュールは、
　前記気密部外部に配置されている
　ことを特徴とする請求項７に記載の医療用観察装置。
【請求項９】
　前記気密部及び前記光電複合モジュールは、
　コネクタを介して着脱自在に構成されている
　ことを特徴とする請求項８に記載の医療用観察装置。
【請求項１０】
　前記コネクタは、
　丸型形状である
　ことを特徴とする請求項９に記載の医療用観察装置。
【請求項１１】
　前記気密部は、
　ハーメチックコネクタを備え、
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　前記光電複合モジュールは、
　前記ハーメチックコネクタに機械的及び電気的に接続するレセプタクルを備え、
　前記気密部及び前記光電複合モジュールは、
　前記ハーメチックコネクタ及び前記レセプタクルを介して着脱自在に構成されている
　ことを特徴とする請求項９または１０に記載の医療用観察装置。
【請求項１２】
　前記レセプタクルは、
　筒状の外郭、及び前記外郭内を閉塞するインシュレータを備える
　ことを特徴とする請求項１１に記載の医療用観察装置。
【請求項１３】
　前記光電変換基板は、
　前記外郭内の中央部分に配設されている
　ことを特徴とする請求項１２に記載の医療用観察装置。
【請求項１４】
　前記光電変換基板は、
　前記外郭の中心軸に沿って配設されている
　ことを特徴とする請求項１２または１３に記載の医療用観察装置。
【請求項１５】
　前記気密部内部には、
　前記撮像素子及び前記コネクタを電気的に中継する中継基板が配置されている
　ことを特徴とする請求項９～１４のいずれか一つに記載の医療用観察装置。
【請求項１６】
　前記気密部は、
　硬性鏡が着脱自在に接続される
　ことを特徴とする請求項８～１５のいずれか一つに記載の医療用観察装置。
【請求項１７】
　前記気密部内部には、
　レンズユニット、及び前記レンズユニットを駆動する駆動用モータが気密に配置される
　ことを特徴とする請求項８～１６のいずれか一つに記載の医療用観察装置。
【請求項１８】
　前記撮像素子は、
　ＣＭＯＳで構成されている
　ことを特徴とする請求項１～１７のいずれか一つに記載の医療用観察装置。
【請求項１９】
　前記撮像素子から出力される撮像信号は、
　差動信号を利用して伝送される
　ことを特徴とする請求項１～１８のいずれか一つに記載の医療用観察装置。
【請求項２０】
　光信号を出力する医療用観察装置と、
　前記光信号を電気信号に変換する制御装置とを備え、
　前記医療用観察装置は、
　撮像信号を出力する撮像素子と、
　前記撮像信号を前記光信号に変換する光電変換素子が実装される光電変換基板、及び前
記撮像素子と電気的に接続され前記光電変換基板に対して立体的に配設される電気配線基
板を有する光電複合モジュールとを備える
　ことを特徴とする医療用観察システム。
【請求項２１】
　前記医療用観察装置は、
　内視鏡用カメラヘッドである
　ことを特徴とする請求項２０に記載の医療用観察システム。



(4) JP 2016-10713 A 2016.1.21

10

20

30

40

50

【請求項２２】
　前記制御装置は、
　前記電気信号を処理して、外部の表示装置に出力する
　ことを特徴とする請求項２０または２１に記載の医療用観察システム。
【請求項２３】
　前記制御装置は、
　前記電気配線基板を介して、前記撮像素子に制御信号を出力する
　ことを特徴とする請求項２０～２２のいずれか一つに記載の医療用観察システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、医療用観察装置、及び医療用観察システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、医療分野や工業分野において、撮像素子を用いて人や機械構造物等の観察対象物
の内部を撮像し、当該観察対象物内を観察する内視鏡装置が知られている（例えば、特許
文献１参照）。
　特許文献１に記載の内視鏡装置は、撮像素子を含む撮像装置（以下、カメラヘッドと記
載）と、撮像素子を制御する制御装置と、撮像装置及び制御装置間を電気的に接続し、各
種信号を伝送するケーブルとを備えたヘッド分離型の内視鏡装置で構成されている。
　そして、特許文献１に記載の内視鏡装置では、撮像素子から出力される画像データの情
報量の多さを考慮して、情報伝送量の多い光伝送を利用している。
【０００３】
　具体的に、カメラヘッドは、撮像素子と、当該撮像素子に電気的に接続する一枚のプリ
ント基板とを備える。プリント基板には、撮像素子から出力され当該プリント基板にて中
継された撮像信号（電気信号）を光信号に変換する光電変換素子が実装されている。
　また、ケーブルは、電気信号を伝送する電気配線と、光信号を伝送する光配線とを備え
た複合ケーブルで構成されている。電気配線は、プリント基板に電気的に接続され、制御
装置から出力された制御信号等（電気信号）をプリント基板（撮像素子）に伝送する。ま
た、光配線は、光電変換素子に接続され、光電変換素子にて変換された光信号（撮像信号
）を制御装置に伝送する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１１－１７７２６３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１に記載のカメラヘッドでは、撮像素子から出力された撮像信
号（電気信号）を光電変換素子に中継する機能と、制御装置から出力された制御信号等（
電気信号）を撮像素子に中継する機能とを一枚のプリント基板に持たせている。また、当
該プリント基板には、光電変換素子を実装する領域を確保する必要がある。
　したがって、プリント基板のサイズを大きくする必要があり、カメラヘッドの小型化が
図り難い、という問題がある。
【０００６】
　本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、小型化が図れる医療用観察装置、及び
医療用観察システムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明に係る医療用観察装置は、撮像
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信号を出力する撮像素子と、前記撮像信号を光信号に変換する光電変換素子が実装される
光電変換基板、及び前記撮像素子と電気的に接続され前記光電変換基板に対して立体的に
配設される電気配線基板を有する光電複合モジュールとを備えることを特徴とする。
【０００８】
　また、本発明に係る医療用観察装置は、上記発明において、前記光電変換基板及び前記
電気配線基板の少なくとも一部は、異なる平面にそれぞれ配設されていることを特徴とす
る。
【０００９】
　また、本発明に係る医療用観察装置は、上記発明において、前記電気配線基板の少なく
とも一部は、湾曲した形状を有し、前記光電変換基板及び前記電気配線基板の少なくとも
一部は、異なる面にそれぞれ配設されていることを特徴とする。
【００１０】
　また、本発明に係る医療用観察装置は、上記発明において、前記電気配線基板は、少な
くとも一部が湾曲可能とするフレキシブル基板で構成されていることを特徴とする。
【００１１】
　また、本発明に係る医療用観察装置は、上記発明において、前記光電変換基板は、平面
形状を有するリジッド基板で構成されていることを特徴とする。
【００１２】
　また、本発明に係る医療用観察装置は、上記発明において、前記光電変換基板及び前記
電気配線基板の少なくとも一部は、互いに重なり合う状態で配設されていることを特徴と
する。
【００１３】
　また、本発明に係る医療用観察装置は、上記発明において、当該医療用観察装置は、内
視鏡用カメラヘッドであることを特徴とする。
【００１４】
　また、本発明に係る医療用観察装置は、上記発明において、前記内視鏡用カメラヘッド
は、内部に前記撮像素子を気密に配置する気密部を備え、前記光電複合モジュールは、前
記気密部外部に配置されていることを特徴とする。
【００１５】
　また、本発明に係る医療用観察装置は、上記発明において、前記気密部及び前記光電複
合モジュールは、コネクタを介して着脱自在に構成されていることを特徴とする。
【００１６】
　また、本発明に係る医療用観察装置は、上記発明において、前記コネクタは、丸型形状
であることを特徴とする。
【００１７】
　また、本発明に係る医療用観察装置は、上記発明において、前記気密部は、ハーメチッ
クコネクタを備え、前記光電複合モジュールは、前記ハーメチックコネクタに機械的及び
電気的に接続するレセプタクルを備え、前記気密部及び前記光電複合モジュールは、前記
ハーメチックコネクタ及び前記レセプタクルを介して着脱自在に構成されていることを特
徴とする。
【００１８】
　また、本発明に係る医療用観察装置は、上記発明において、前記レセプタクルは、筒状
の外郭、及び前記外郭内を閉塞するインシュレータを備えることを特徴とする。
【００１９】
　また、本発明に係る医療用観察装置は、上記発明において、前記光電変換基板は、前記
外郭内の中央部分に配設されていることを特徴とする。
【００２０】
　また、本発明に係る医療用観察装置は、上記発明において、前記光電変換基板は、前記
外郭の中心軸に沿って配設されていることを特徴とする。
【００２１】
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　また、本発明に係る医療用観察装置は、上記発明において、前記気密部内部には、前記
撮像素子及び前記コネクタを電気的に中継する中継基板が配置されていることを特徴とす
る。
【００２２】
　また、本発明に係る医療用観察装置は、上記発明において、前記気密部は、硬性鏡が着
脱自在に接続されることを特徴とする。
【００２３】
　また、本発明に係る医療用観察装置は、上記発明において、前記気密部内部には、レン
ズユニット、及び前記レンズユニットを駆動する駆動用モータが気密に配置されることを
特徴とする。
【００２４】
　また、本発明に係る医療用観察装置は、上記発明において、前記撮像素子は、ＣＭＯＳ
で構成されていることを特徴とする。
【００２５】
　また、本発明に係る医療用観察装置は、上記発明において、前記撮像素子から出力され
る撮像信号は、差動信号を利用して伝送されることを特徴とする。
【００２６】
　また、本発明に係る医療用観察システムは、光信号を出力する医療用観察装置と、前記
光信号を電気信号に変換する制御装置とを備え、前記医療用観察装置は、撮像信号を出力
する撮像素子と、前記撮像信号を前記光信号に変換する光電変換素子が実装される光電変
換基板、及び前記撮像素子と電気的に接続され前記光電変換基板に対して立体的に配設さ
れる電気配線基板を有する光電複合モジュールとを備えることを特徴とする。
【００２７】
　また、本発明に係る医療用観察システムは、上記発明において、前記医療用観察装置は
、内視鏡用カメラヘッドであることを特徴とする。
【００２８】
　また、本発明に係る医療用観察システムは、上記発明において、前記制御装置は、前記
電気信号を処理して、外部の表示装置に出力することを特徴とする。
【００２９】
　また、本発明に係る医療用観察システムは、上記発明において、前記制御装置は、前記
電気配線基板を介して、前記撮像素子に制御信号を出力することを特徴とする。
【発明の効果】
【００３０】
　本発明に係る医療用観察装置及び医療用観察システムによれば、小型化が図れる、とい
う効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】図１は、本発明の実施の形態に係る内視鏡装置の概略構成を示す図である。
【図２】図２は、図１に示したカメラヘッドを基端側（複合ケーブルが接続される側）か
ら見た斜視図である。
【図３】図３は、図２に示した気密部を基端側（光電複合モジュールが接続される側）か
ら見た斜視図である。
【図４】図４は、図３に示したハーメチックコネクタを気密部の内部側から見た斜視図で
ある。
【図５】図５は、本発明の実施の形態に係る光電複合モジュールを先端側（気密部が接続
される側）から見た斜視図である。
【図６】図６は、図５に示した光電複合モジュールの内部構造を基端側（複合ケーブルが
接続される側）から見た斜視図である。
【図７】図７は、図５に示した光電複合モジュールの内部構造を側方から見た図である。
【図８】図８は、図５ないし図７に示したレセプタクルを基端側（第１，第２プリント基
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板が接続される側）から見た斜視図である。
【図９】図９は、図８に示した複数のコンタクトの配列状態を示す図である。
【図１０Ａ】図１０Ａは、図６及び図７に示したレセプタクルに対して第１プリント基板
が取り付けられた状態をレセプタクルの基端側から見た斜視図である。
【図１０Ｂ】図１０Ｂは、図６及び図７に示したレセプタクルに対して第１プリント基板
が取り外された状態をレセプタクルの基端側から見た分解斜視図である。
【図１１】図１１は、図６及び図７に示した第２接続部における複数のランドの配列状態
を示す図である。
【図１２】図１２は、図１１に示した一組の第１，第２ランドと一本の電気信号ケーブル
との接続状態を示す図である。
【図１３】図１３は、本発明の実施の形態の変形例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００３２】
　以下に、図面を参照して、本発明を実施するための形態（以下、実施の形態）について
説明する。なお、以下に説明する実施の形態によって本発明が限定されるものではない。
さらに、図面の記載において、同一の部分には同一の符号を付している。
【００３３】
　〔内視鏡装置の概略構成〕
　図１は、本発明の実施の形態に係る内視鏡装置１の概略構成を示す図である。
　内視鏡装置１は、医療分野において用いられ、人等の観察対象物の内部（生体内）を観
察する装置である。なお、本実施の形態では、内視鏡装置１として、図１に示すように、
硬性鏡（挿入部２）を用いた内視鏡装置を説明するが、これに限られず、軟性鏡（図示略
）を用いた内視鏡装置としても構わない。
　この内視鏡装置１は、図１に示すように、挿入部２と、光源装置３と、ライトガイド４
と、カメラヘッド５と、複合ケーブル６と、表示装置７と、制御装置８とを備える。
【００３４】
　挿入部２は、硬質で細長形状を有し、観察対象物内に挿入される。なお、この挿入部２
内には、被写体像を集光する光学系が設けられている。
　光源装置３は、ライトガイド４の一端が接続され、当該ライトガイド４の一端に観察対
象物内を照明するための光を供給する。
　ライトガイド４は、一端が光源装置３に着脱自在に接続されるとともに、他端が挿入部
２に着脱自在に接続される。そして、ライトガイド４は、光源装置３から供給された光を
一端から他端に伝達し、挿入部２に供給する。挿入部２に供給された光は、当該挿入部２
の先端から出射され、観察対象物内に照射される。そして、観察対象物内に照射された光
（被写体像）は、挿入部２内の光学系により集光される。
【００３５】
　カメラヘッド５は、挿入部２の基端に着脱自在に接続される。そして、カメラヘッド５
は、制御装置８による制御の下、挿入部２にて集光された被写体像を撮像し、当該撮像に
よる撮像信号（電気信号）を光信号に光電変換して出力する。
　なお、カメラヘッド５の詳細な構成については、後述する。
　複合ケーブル６は、最外層である外被６Ａ（図６参照）の内側に、複数の光ファイバ６
１（図６参照）と、複数の電気信号ケーブル６２（図６参照）とを有する複合ケーブルで
あり、一端が制御装置８に着脱自在に接続され、他端がカメラヘッド５に着脱自在に接続
される。
　複数の光ファイバ６１は、複合ケーブル６の断面を見た場合に、当該複合ケーブル６の
中心位置に配設され、カメラヘッド５及び制御装置８間で光信号を伝送する。
　複数の電気信号ケーブル６２は、複合ケーブル６の断面を見た場合に、複数の光ファイ
バ６１の周囲に配設され、カメラヘッド５及び制御装置８間で電気信号を伝送する。
【００３６】
　表示装置７は、制御装置８による制御の下、画像を表示する。
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　制御装置８は、複数の光ファイバ６１を介してカメラヘッド５から出力された光信号（
撮像信号）を取得し、当該光信号を電気信号に光電変換する。そして、制御装置８は、光
電変換した電気信号に対して所定の処理を施すことで、カメラヘッド５で撮像された画像
を表示装置７に表示させる。また、制御装置８は、複数の電気信号ケーブル６２を介して
カメラヘッド５に対して制御信号等（電気信号）を出力する。
【００３７】
　〔カメラヘッドの構成〕
　図２は、カメラヘッド５を基端側（複合ケーブル６が接続される側）から見た斜視図で
ある。
　カメラヘッド５は、図２に示すように、カプラー部５１と、気密部５２と、光電複合モ
ジュール９（図６参照）とを備える。
　なお、図２では、気密部５２の基端側及び光電複合モジュール９を覆う筒状のカバー部
５３が取り付けられた状態が図示されているため、光電複合モジュール９は、図示されて
いない。
　カプラー部５１は、カメラヘッド５を挿入部２の基端に着脱自在に接続するために用い
られ、当該カメラヘッド５の先端に設けられている。
【００３８】
　図３は、気密部５２を基端側（光電複合モジュール９が接続される側）から見た斜視図
である。
　気密部５２は、図２または図３に示すように、外装を構成するケーシング５２１と、ケ
ーシング５２１に取り付けられたハーメチックコネクタ５２２と、ケーシング５２１内に
気密に収納されたレンズユニット（図示略）、駆動用モータ（図示略）、及び撮像素子５
２３（図４参照）等を備える。
【００３９】
　レンズユニットは、挿入部２にて集光された被写体像を撮像素子５２３の撮像面に結像
する。そして、レンズユニットは、光軸方向に移動可能に構成されている。
　駆動用モータは、ケーシング５２１の外面に露出して設けられたスイッチ５２１Ａ～５
２１Ｄ（図２，図３）が押下されることにより、レンズユニットを光軸に沿って移動させ
、当該レンズユニットの焦点距離やピントの調整を行う。
　撮像素子５２３は、レンズユニットが集光した光を受光して電気信号に変換するＣＣＤ
（Charge　Coupled　Device）またはＣＭＯＳ（Complementary　Metal　Oxide　Semicond
uctor）等を用いて構成される。
【００４０】
　図４は、ハーメチックコネクタ５２２を気密部５２の内部側から見た斜視図である。
　ハーメチックコネクタ５２２は、本発明に係る第２接続部材に相当する部材であり、図
３に示すように、ケーシング５２１の基端側（光電複合モジュール９が接続される側）に
取り付けられる。
　このハーメチックコネクタ５２２は、丸型コネクタであり、図３または図４に示すよう
に、第２外郭５２２Ａと、板体５２２Ｂと、複数の導電ピン５２２Ｃとを備える。
　第２外郭５２２Ａは、金属材料から構成され、円筒形状を有する。
　板体５２２Ｂは、金属材料から構成され、円板形状を有する。そして、板体５２２Ｂは
、第２外郭５２２Ａ内を閉塞する。
　複数の導電ピン５２２Ｃは、それぞれ円柱形状を有する。そして、複数の導電ピン５２
２Ｃは、板体５２２Ｂの表裏を貫通し、互いに絶縁された状態で板体５２２Ｂに取り付け
られる。
【００４１】
　以下では、複数の導電ピン５２２Ｃのうち、図４に一点鎖線で示した第１領域Ａｒ１内
に設けられた導電ピン５２２Ｃを第１導電ピン５２２Ｄとする。また、複数の導電ピン５
２２Ｃのうち、図４に二点鎖線で示した２つの第２領域Ａｒ２内に設けられた導電ピン５
２２Ｃを第２導電ピン５２２Ｅとする。
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　ここで、第１領域Ａｒ１は、第２外郭５２２Ａの中心軸Ａｘ（図４）に沿う方向から見
て、第２外郭５２２Ａ内において、中心軸Ａｘを含み、中心軸Ａｘに直交する第１方向（
図４中、左右方向）に沿って延びる帯状の領域である。また、２つの第２領域Ａｒ２は、
第２外郭５２２Ａ内における第１領域Ａｒ１以外の領域であり、第１領域Ａｒ１に平行と
なり、上記第１方向に沿ってそれぞれ延びる帯状の領域である。
【００４２】
　複数の第１導電ピン５２２Ｄは、第１領域Ａｒ１内において、図４中、上下方向に並ぶ
二列で並設されている。
　より具体的に、上側の第１列目に並設された複数の第１導電ピン５２２Ｄは、第１のピ
ッチＰ１（図４）で並設されている。下側の第２列目に並設された複数の第１導電ピン５
２２Ｄは、第１列目に並設された複数の第１導電ピン５２２Ｄと同様に第１のピッチＰ１
で並設されているとともに、図４中、上側から見た場合に、第１列目に並設された隣接す
る各第１導電ピン５２２Ｄの中心位置にそれぞれ配設されている。
【００４３】
　複数の第２導電ピン５２２Ｅは、各第２領域Ａｒ２内において、図４中、上下方向に並
ぶ二列で並設されている。
　より具体的に、図４中、下側の第２領域Ａｒ２内において、上側の第１列目に並設され
た複数の第２導電ピン５２２Ｅは、第１のピッチＰ１よりも小さい第２のピッチＰ２（図
４）で並設されている。下側の第２列目に並設された複数の第２導電ピン５２２Ｅは、第
１列目に並設された複数の第２導電ピン５２２Ｅと同様に第２のピッチＰ２で並設されて
いるとともに、図４中、上側から見た場合に、第１列目に並設された隣接する各第２導電
ピン５２２Ｅの中心位置にそれぞれ配設されている。
　なお、図４中、上側の第２領域Ａｒ２に配設された複数の第２導電ピン５２２Ｅは、中
心軸Ａｘを通り当該第２導電ピン５２２Ｅの並設方向と平行な面を基準として、下側の第
２領域Ａｒ２に配設された複数の第２導電ピン５２２Ｅに対称となる位置にそれぞれ配設
されている。
【００４４】
　そして、ハーメチックコネクタ５２２において、気密部５２の内部側には、図４に示す
ように、複数の導電ピン５２２Ｃと撮像素子５２３とを中継（電気的に接続）する気密部
側プリント基板５２４が取り付けられている。
　気密部側プリント基板５２４は、撮像素子５２３から出力された撮像信号（電気信号）
を複数の第１導電ピン５２２Ｄに中継する。また、気密部側プリント基板５２４は、制御
装置８から出力され、複合ケーブル６、光電複合モジュール９、及び複数の第２導電ピン
５２２Ｅを介した制御信号等（電気信号）を撮像素子５２３に中継する。
【００４５】
　〔光電複合モジュールの構成〕
　図５は、光電複合モジュール９を先端側（気密部５２が接続される側）から見た斜視図
である。図６は、光電複合モジュール９の内部構造を基端側（複合ケーブル６が接続され
る側）から見た斜視図である。図７は、光電複合モジュール９の内部構造を側方から見た
図である。
　光電複合モジュール９は、ハーメチックコネクタ５２２に機械的及び電気的に接続する
。そして、光電複合モジュール９は、撮像素子５２３から出力された撮像信号（電気信号
）を光信号に変換して複合ケーブル６（複数の光ファイバ６１）に出力する。また、光電
複合モジュール９は、制御装置８から出力され複数の電気信号ケーブル６２を介した制御
信号等（電気信号）を、ハーメチックコネクタ５２２（撮像素子５２３）に中継する。
　この光電複合モジュール９は、図５ないし図７に示すように、レセプタクル９１と、第
１プリント基板９２（図６及び図７）と、２つの第２プリント基板９３（図６及び図７）
と、レセプタクル９１の基端側（ハーメチックコネクタ５２２が接続される側の反対側）
を被覆する筒状の被覆部材９４（図５）とを備える。
【００４６】
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　〔レセプタクルの構成〕
　図８は、レセプタクル９１を基端側から見た斜視図である。
　レセプタクル９１は、本発明に係る第１接続部材に相当する部材であり、ハーメチック
コネクタ５２２に機械的及び電気的に接続する丸型コネクタで構成され、光電複合モジュ
ール９の先端に設けられている。
　このレセプタクル９１は、図８に示すように、第１外郭９１１と、インシュレータ９１
２と、複数のコンタクト９１３とを備える。
　第１外郭９１１は、金属材料から構成され、円筒形状を有する。
【００４７】
　インシュレータ９１２は、絶縁材料から構成され、第１外郭９１１内を閉塞する。
　このインシュレータ９１２には、図５または図８に示すように、ハーメチックコネクタ
５２２及びレセプタクル９１が接続される際に、ハーメチックコネクタ５２２の複数の導
電ピン５２２Ｃを挿入可能とする複数の挿入孔９１２Ａが形成されている。
　複数の挿入孔９１２Ａは、第１外郭９１１の中心軸Ａｘ´（図８）に沿う方向から見て
、レセプタクル９１の先端側（ハーメチックコネクタ５２２が接続される側）が導電ピン
５２２Ｃの形状（円柱形状）に対応して断面視円形状を有し、レセプタクル９１の基端側
が当該先端側を囲む断面視矩形形状を有する段付き状に形成されている。
　複数のコンタクト９１３は、図８に示すように、複数の挿入孔９１２Ａ内の基端側にそ
れぞれ設けられている。そして、複数のコンタクト９１３は、ハーメチックコネクタ５２
２の複数の導電ピン５２２Ｃが複数の挿入孔９１２Ａにそれぞれ挿入された際に、当該複
数の導電ピン５２２Ｃと電気的に接続する。
【００４８】
　図９は、複数のコンタクト９１３の配列状態を示す図である。
　以下では、複数のコンタクト９１３のうち、図９に一点鎖線で示した第１領域Ａｒ１´
内に設けられたコンタクト９１３を第１コンタクト９１４とする。また、複数のコンタク
ト９１３のうち、図９に二点鎖線で示した２つの第２領域Ａｒ２´に設けられたコンタク
ト９１３を第２コンタクト９１５とする。
　ここで、第１領域Ａｒ１´は、図４に示した第１領域Ａｒ１に対向する領域であり、第
１外郭９１１の中心軸Ａｘ´（図９）に沿う方向から見て、第１外郭９１１内において、
中心軸Ａｘ´を含み、中心軸Ａｘ´に直交する第１方向（図９中、左右方向）に沿って延
びる帯状の領域である。言い換えれば、第１領域Ａｒ１´は、中心軸Ａｘ´に沿う方向か
ら見て、中心軸Ａｘ´を含む径方向に延びる帯状の領域である。また、２つの第２領域Ａ
ｒ２´は、図４に示した第２領域Ａｒ２に対向する領域であり、第１外郭９１１内におけ
る第１領域Ａｒ１´以外の領域であり、第１領域Ａｒ１´に平行となり、上記第１方向に
沿ってそれぞれ延びる帯状の領域である。
【００４９】
　そして、複数の第１コンタクト９１４は、複数の第１導電ピン５２２Ｄと同様に配列さ
れている。すなわち、複数の第１コンタクト９１４は、第１領域Ａｒ１´内において、図
９中、上下方向に並ぶ二列で並設されている。また、複数の第１コンタクト９１４は、第
１のピッチＰ１で並設されている。
　複数の第２コンタクト９１５は、複数の第２導電ピン５２２Ｅと同様に配設されている
。すなわち、複数の第２コンタクト９１５は、各第２領域Ａｒ２´内において、図９中、
上下方向に並ぶ二列で並設されている。また、複数の第２コンタクト９１５は、第２のピ
ッチＰ２で並設されている。
【００５０】
　以上のように配列された複数の第１コンタクト９１４は、同一の形状を有する。以下で
は、一つの第１コンタクト９１４の形状を説明する。
　第１コンタクト９１４は、図８または図９に示すように、第１コンタクト本体９１４Ａ
と、第１ピン状部９１４Ｂとを備える。
　第１コンタクト本体９１４Ａは、挿入孔９１２Ａ内に設けられ、中心軸Ａｘ´に沿う方
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向から見て略Ｕ字形状を有し、当該中心軸Ａｘ´に沿って延びるように形成されている。
そして、第１コンタクト本体９１４Ａは、導電ピン５２２Ｃが挿入孔９１２Ａに挿入され
た際に、Ｕ字形状の内周部分が導電ピン５２２Ｃの外周部分に当接し、当該導電ピン５２
２Ｃに電気的に接続する。
【００５１】
　第１ピン状部９１４Ｂは、第１コンタクト本体９１４ＡにおけるＵ字形状の基端部分か
らレセプタクル９１の基端側（第１，第２プリント基板９２，９３が配設される側）に向
けて曲面を描きながら突出し、弾性変形を可能とする板バネ状に形成されている。
　そして、第１領域Ａｒ１´内において、図９中、上側の第１列目に並設された複数の第
１コンタクト９１４は、第１コンタクト本体９１４ＡにおけるＵ字形状の開口部分が上側
を向くように、各挿入孔９１２Ａに設けられる。一方、下側の第２列目に並設された複数
の第１コンタクト９１４Ａは、第１コンタクト本体９１４ＡにおけるＵ字形状の開口部分
が下側を向くように、各挿入孔９１２Ａに設けられる。
【００５２】
　また、上述したように配列された複数の第２コンタクト９１５は、同一の形状を有する
。以下では、一つの第２コンタクト９１５の形状を説明する。
　第２コンタクト９１５は、図８または図９に示すように、第２コンタクト本体９１５Ａ
と、第２ピン状部９１５Ｂとを備える。
　第２コンタクト本体９１５Ａは、第１コンタクト本体９１４Ａと同様の形状及び機能を
有する部分である。
　第２ピン状部９１５Ｂは、第２コンタクト本体９１５ＡにおけるＵ字形状の基端部分か
らレセプタクル９１の基端側に向けて中心軸Ａｘ´に沿って直線的に突出する。
　そして、図９中、上側の第２領域Ａｒ２´内に配設された複数の第２コンタクト９１５
は、第２コンタクト本体９１５ＡにおけるＵ字形状の開口部分が上側を向くように、各挿
入孔９１２Ａに設けられる。一方、下側の第２領域Ａｒ２´内に配設された複数の第２コ
ンタクト９１５は、第２コンタクト本体９１５ＡにおけるＵ字形状の開口部分が下側を向
くように、各挿入孔９１２Ａに設けられる。
【００５３】
　〔第１プリント基板の構成〕
　第１プリント基板９２は、電気信号を光信号に変換する光電変換素子９２Ａが実装され
たリジッド基板で構成されている。そして、第１プリント基板９２は、レセプタクル９１
の複数の第１コンタクト９１４に電気的に接続し、撮像素子５２３から出力され、気密部
側プリント基板５２４、複数の第１導電ピン５２２Ｄ、及び複数の第１コンタクト９１４
を介した撮像信号（電気信号）を光電変換素子９２Ａに中継する。
　ここで、光電変換素子９２Ａには、図６に示すように、複数の光ファイバ６１が接続さ
れている。すなわち、光電変換素子９２Ａは、撮像信号（電気信号）を光信号に変換して
複数の光ファイバ６１に出力する。
　この第１プリント基板９２は、図７に示すように、中心軸Ａｘ´に沿って、レセプタク
ル９１の基端側に配設される。
【００５４】
　図１０Ａは、レセプタクル９１に対して第１プリント基板９２が取り付けられた状態を
レセプタクル９１の基端側から見た斜視図である。図１０Ｂは、図１０Ａの状態から第１
プリント基板９２を取り外した分解斜視図である。
　具体的に、第１プリント基板９２は、以下に示すように、レセプタクル９１に対して取
り付けられる。
　すなわち、第１プリント基板９２は、図１０Ａ及び図１０Ｂ中、上側の第１列目の複数
の第１コンタクト９１４（第１ピン状部９１４Ｂ）と、下側の第２列目の複数の第１コン
タクト９１４（第１ピン状部９１４Ｂ）との間に差し込まれる。この状態では、第１，２
列目の複数の第１ピン状部９１４Ｂは、第１プリント基板９２に押圧されることで弾性変
形しながら第１プリント基板９２を挟持する。また、第１，第２列目の複数の第１ピン状
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部９１４Ｂは、第１プリント基板９２の表裏面に形成されたランド（図示略）に電気的に
接続する。そして、第１プリント基板９２は、上記の状態で、各第１ピン状部９１４Ｂと
ランドとが半田付けされることで、レセプタクル９１に対して取り付けられる。
【００５５】
　〔第２プリント基板の構成〕
　２つの第２プリント基板９３は、少なくとも一部が湾曲可能とするフレキシブル基板で
構成され、制御装置８から出力され、複数の電気信号ケーブル６２を介した制御信号等（
電気信号）を複数の第２コンタクト９１５に中継する。すなわち、複数の第２コンタクト
９１５に中継された制御信号等（電気信号）は、複数の第２導電ピン５２２Ｅ、及び気密
部側プリント基板５２４を介して、撮像素子５２３に出力される。
　これら２つの第２プリント基板９３は、同一の構成を有する。以下では、１つの第２プ
リント基板９３の構成を説明する。
　第２プリント基板９３は、図６または図７に示すように、第１接続部９３１（図６）と
、第２接続部９３２と、第１，第２接続部９３１，９３２間に架設された架設部９３３（
図６）とを備える。
【００５６】
　第１接続部９３１は、１つの第２領域Ａｒ２´に対応した形状を有する。また、第１接
続部９３１には、当該第２領域Ａｒ２´内に配設された複数の第２コンタクト９１５（第
２ピン状部９１５Ｂ）にそれぞれ対応した複数の孔９３１Ａ（図６、図１１参照）が形成
されている。
　そして、第１接続部９３１は、図６に示すように、各孔９３１Ａに各第２コンタクト９
１５を挿通した状態でインシュレータ９１２の基端側の端面にあてがわれ、各孔９３１Ａ
の周縁に設けられたランド９３１Ｂ（図６、図１１参照）と各第２ピン状部９１５Ｂとが
半田付けされることで、レセプタクル９１に対して取り付けられる。
【００５７】
　第２接続部９３２は、図６または図７に示すように、レセプタクル９１に対して取り付
けられた第１接続部９３１に対して架設部９３３を折り曲げることで、第１プリント基板
９２に対して、図６または図７中、重なり合う位置に配設される。すなわち、第２プリン
ト基板９３の一部である架設部９３３は、湾曲した形状を有する。
　以上のように、第１接続部９３１は、第１プリント基板９２に対して略直交する姿勢で
配設されている。言い換えれば、第１接続部９３１は、第１プリント基板９２が配設され
る平面（図６または図７中の中心軸Ａｘ´を含む水平面）とは異なる平面（図６または図
７中の中心軸Ａｘ´に直交する鉛直面）に配設されている。また、第２接続部９３２は、
第１プリント基板９２の表面または裏面に対向する姿勢で配設されている。言い換えれば
、第２接続部９３２も、第１接続部９３１と同様に、第１プリント基板９２が配設される
平面とは異なる平面に配設されている。さらに、架設部９３３は、湾曲した形状を有し、
第１プリント基板９２が配設される平面とは異なる面に配設されている。すなわち、第１
，第２プリント基板９２，９３は、一部（第１プリント基板９２と第１接続部９３１また
は第２接続部９３２）が異なる平面にそれぞれ位置するとともに、一部（第１プリント基
板９２と架設部９３３）が異なる面にそれぞれ位置し、かつ、一部（第１プリント基板９
２と第２接続部９３２）が互いに重なり合う状態で、立体的に配設されている。
　なお、上述した実施の形態では、第１，第２接続部９３１，９３２がそれぞれ平面に位
置する（平面形状を有する）ものとして説明したが、これに限られない。例えば、第１，
第２接続部９３１，９３２の少なくともいずれか一方を、架設部９３３と同様に、湾曲し
た形状を有するように構成しても構わない。
【００５８】
　ここで、上述した「平面」とは、基板（または構成部材）の主要部分の平面を意味し、
厳密な平面を意味しているものではない。
　また、各基板が「互いに重なり合う状態」とは、直線状の仮想線（本実施の形態では、
中心軸Ａｘ´に直交する鉛直線）に各基板の表裏面が交差する姿勢で当該仮想線上に位置
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することを意味する。すなわち、各基板が互いに接触している状態、及び、各基板が互い
に離間している状態も「互いに重なり合う状態」に含まれる。
【００５９】
　そして、第２接続部９３２の表面には、図６に示すように、略矩形形状を有する複数の
ランド９３２Ａが形成されている。そして、第２接続部９３２は、複数のランド９３２Ａ
に複数の電気信号ケーブル６２が半田付けされることで、複数の電気信号ケーブルと電気
的に接続される。
　図１１は、第２接続部９３２における複数のランド９３２Ａの配列状態を示す図である
。具体的に、図１１は、レセプタクル９１に対して一つの第２プリント基板９３（図６中
、上側に配設された第２プリント基板９３）のみが取り付けられた状態を上側から見た図
（図６中の方向Ａから見た図）である。
　以下では、複数のランド９３２Ａのうち、図１１に一点鎖線で示した中央領域ＡｒＯ内
に設けられたランド９３２Ａを第１ランド９３２Ｂとする。また、複数のランド９３２Ａ
のうち、図１１に二点鎖線で示した２つの他領域ＡｒＥ内に設けられたランド９３２Ａを
第２ランド９３２Ｃとする。
　ここで、中央領域ＡｒＯは、第２接続部９３２における幅方向（図１１中、左右方向（
本発明に係る第２方向に相当））の中心に位置する領域である。また、２つの他領域Ａｒ
Ｅは、第２接続部９３２における中央領域ＡｒＯ以外の領域である。
【００６０】
　複数の第１ランド９３２Ｂは、中央領域ＡｒＯ内において、第２接続部９３２における
幅方向に並ぶ二列で、図１１中、上下方向に並設されている。
　より具体的に、第２接続部９３２における幅方向の中心に対して図１１中、左側の第１
列目に並設された複数の第１ランド９３２Ｂは、当該幅方向の中心に向かうに従って、図
１１中、下方に向けて傾斜するように形成されている。当該幅方向の中心に対して図１１
中、右側の第２列目に並設された複数の第１ランド９３２Ｂも同様に、当該幅方向の中心
に向かうに従って、図１１中、下方に向けて傾斜するように形成されている。すなわち、
当該幅方向に並ぶ各２つの第１ランド９３２Ｂは、当該幅方向の中心を結ぶ中心線に対し
て対称となり、略Ｖ字形状を形成するように配設されている。
　そして、上述した複数の第１ランド９３２Ｂは、第２プリント基板に設けられた導体パ
ターンである複数のグランド線（図示略）にそれぞれ電気的に接続する。
【００６１】
　複数の第２ランド９３２Ｃは、各他領域ＡｒＥ内において、一列で、図１１中、上下方
向に並設されている。
　より具体的に、図１１中、左側の他領域ＡｒＥ内に並設された複数の第２ランド９３２
Ｃは、図１１中、左側の第１列目に並設された複数の第１ランド９３２Ｂに対して、当該
第１ランド９３２Ｂの上記傾斜方向に沿って並び、かつ、当該第１ランド９３２Ｂと同様
に傾斜するように形成されている。図１１中、右側の他領域ＡｒＥ内に並設された複数の
第２ランド９３２Ｃも同様に、図１１中、右側の第２列目に並設された複数の第１ランド
９３２Ｂに対して、当該第１ランド９３２Ｂの上記傾斜方向に沿って並び、かつ、当該第
１ランド９３２Ｂと同様に傾斜するように形成されている。
　そして、上述した複数の第２ランド９３２Ｃは、第２プリント基板９３に設けられた導
体パターンである複数の信号線（図示略）にそれぞれ電気的に接続する。
【００６２】
　以上説明した複数のランド９３２Ａは、当該ランド９３２Ａの上記傾斜方向に沿って並
ぶ２つの第１，第２ランド９３２Ｂ，９３２Ｃを一組（例えば、図１１に破線で囲まれた
一組）として、当該一組毎に複数の電気信号ケーブル６２がそれぞれ電気的に接続される
。
【００６３】
　図１２は、一組の第１，第２ランド９３２Ｂ，９３２Ｃと一本の電気信号ケーブル６２
との接続状態を示す図である。



(14) JP 2016-10713 A 2016.1.21

10

20

30

40

50

　ここで、複数の電気信号ケーブル６２は、それぞれ同軸ケーブルで構成されている。
　具体的に、電気信号ケーブル６２は、図１２に示すように、芯線６２１と、芯線６２１
の外周を被覆する絶縁層６２２と、絶縁層６２２の外周を被覆するシールド層６２３と、
シールド層６２３の外周を被覆する被覆層６２４とを備える。
　そして、電気信号ケーブル６２は、図１２に示すように、当該電気信号ケーブル６２の
先端部分が第２接続部９３２における幅方向の中心から上記組となる第１，第２ランド９
３２Ｂ，９３２Ｃの上記傾斜方向に沿って配置される。また、電気信号ケーブル６２は、
上記のように配置された状態で、当該第２ランド９３２Ｃ（信号線）に芯線６２１が半田
付けされ、当該第１ランド９３２Ｂ（グランド線）にシールド層６２３が半田付けされる
ことで、第２接続部９３２に対して電気的に接続される。
【００６４】
　以上説明した本実施の形態に係る光電複合モジュール９は、レセプタクル９１の第１コ
ンタクト９１４、及び光電変換素子９２Ａを中継する第１プリント基板９２と、レセプタ
クル９１の第２コンタクト９１５、及び電気信号ケーブル６２を中継する二枚の第２プリ
ント基板９３との三枚のプリント基板を備える。このため、撮像素子５２３から出力され
た撮像信号（電気信号）を光電変換素子９２Ａに中継する機能と、制御装置８から出力さ
れた制御信号等（電気信号）を撮像素子５２３に中継する機能とを別々のプリント基板（
第１，第２プリント基板９２，９３）に持たせることができる。すなわち、当該二つの機
能を持たせた一枚のプリント基板と比較して、第１，第２プリント基板９２，９３のサイ
ズを小さくすることができる。
　また、以上のようにサイズを小さくした第１，第２プリント基板９２，９３は、一部（
第１プリント基板９２と第１接続部９３１または第２接続部９３２）が異なる平面にそれ
ぞれ位置するとともに、一部（第１プリント基板９２と架設部９３３）が異なる面にそれ
ぞれ位置し、かつ、一部（第１プリント基板９２と第２接続部９３２）が互いに重なり合
う状態で、立体的に配設されている。このため、上記二つの機能を持たせた一枚のプリン
ト基板を採用した場合と比較して、光電複合モジュール９全体の小型化が図れ、ひいては
、カメラヘッド５の小型化が図れる。
　特に、第１プリント基板９２は、平面形状を有するリジッド基板で構成され、レセプタ
クル９１の基端側において、中心軸Ａｘ´に沿って配設されている。また、第２プリント
基板９３は、少なくとも一部が湾曲可能とするフレキシブル基板で構成され、第１プリン
ト基板９２の表裏面に対向する位置に配設されている。このため、第１，第２プリント基
板９２，９３を上述したような立体的な配設状態に容易に設定することができる。また、
第１，第２プリント基板９２，９３をコンパクトに纏めることができ、光電複合モジュー
ル９全体のさらなる小型化が図れる。
【００６５】
　また、本実施の形態に係る光電複合モジュール９では、撮像信号を中継する複数の第１
コンタクト９１４は、レセプタクル９１の中央部分に位置する第１領域Ａｒ１´に設けら
れている。そして、第１プリント基板９２は、レセプタクル９１の基端側において、中心
軸Ａｘ´に沿う方向から見て、レセプタクル９１の中央部分に配設されている。
　このため、差動信号を利用して撮像装置５２３から出力される撮像信号を制御装置８に
高速伝送する場合であっても、第１プリント基板９２がレセプタクル９１の中央部分に配
設されているため、信号間の干渉を回避するために、第１コンタクト９１４間のピッチ（
第１のピッチＰ１）を十分に広く確保することができる。
【００６６】
　また、本実施の形態に係る光電複合モジュール９では、第１プリント基板９２は、レセ
プタクル９１の基端側において、中心軸Ａｘ´に沿って配設されている。
　このため、複合ケーブル６の中心に配設された光ファイバ６１を曲げずに、当該光ファ
イバ６１を第２プリント基板９２に実装された光電変換素子９２Ａに接続することができ
る。
【００６７】
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　また、本実施の形態に係る光電複合モジュール９では、第２プリント基板９３の表面に
は、グランド線に電気的に接続する複数の第１ランド９３２Ｂが中央領域ＡｒＯに形成さ
れ、信号線に電気的に接続する複数の第２ランド９３２Ｃが他領域ＡｒＥに形成されてい
る。そして、複数のランド９３２Ａは、第２プリント基板９３における幅方向の中心を結
ぶ中心線に対して対称となり、略Ｖ字形状を形成するように配設されている。
　このため、複数の電気信号ケーブル６２を第２プリント基板９３に取り付ける際に、第
２プリント基板９３の表面に沿って電気信号ケーブル６２を配置した状態で容易に半田付
けを行うことができ、取付作業の簡素化が図れる。
【００６８】
　また、本実施の形態に係る光電複合モジュール９では、上下（図１０）に二列で並設さ
れた複数の第１コンタクト９１４は、弾性変形を可能とする第１ピン状部９１４Ｂをそれ
ぞれ備える。
　このため、第１列目の複数の第１コンタクト９１４と第２列目の第１コンタクト９１４
との間に第１プリント基板９２を差し込むだけで、レセプタクル９１に第１プリント基板
９２を取り付け、かつ、第１コンタクト９１４に第１プリント基板９２を電気的に接続す
ることができ、取付作業の簡素化が図れる。
【００６９】
　また、本実施の形態に係る光電複合モジュール９では、第２プリント基板９３は、フレ
キシブル基板で構成されている。また、第２プリント基板９３を構成する第１接続部９３
１は、第２コンタクト９１５の第２ピン状部９１４Ｂが挿入される孔９３１Ａを有する。
　このため、第２プリント基板９３をレセプタクル９１に取り付ける際に、孔９３１Ｂに
第２コンタクト９１５の第２ピン状部９１４Ｂを挿通し、第１接続部９３１をインシュレ
ータ９１２の基端側の端面にあてがった状態で容易に半田付けを行うことができ、取付作
業の簡素化が図れる。また、第２プリント基板９３がフレキシブル基板で構成されている
ため、上述したように第１接続部９３１をレセプタクル９１に取り付けた状態で、第２プ
リント基板９３を折り曲げれば、第１プリント基板９１と重なり合う位置に第２プリント
基板９３の一部（第２接続部９３２）を配設することができる。
【００７０】
（その他の実施の形態）
　ここまで、本発明を実施するための形態を説明してきたが、本発明は上述した実施の形
態によってのみ限定されるべきものではない。
　上述した実施の形態では、光電複合モジュール９は、二枚の第２プリント基板９３が設
けられていたが、第２プリント基板９３の数は、これに限られない。
　図１３は、本発明に係る実施の形態の変形例を示す図である。
　例えば、図１３に示す光電複合モジュール９Ａのように、第２プリント基板９３を一枚
のみ設けた構成を採用しても構わない。また、図示は省略したが、第２プリント基板９３
を三枚以上、設けた構成を採用しても構わない。
【００７１】
　上述した実施の形態では、本発明に係る第１接続部材として、レセプタクル９１を採用
していたが、これに限られず、ハーメチックコネクタ５２２を本発明に係る第１接続部材
としても構わない。すなわち、レセプタクル９１を省略し、気密部５２の基端側に取り付
けられたハーメチックコネクタ５２２に対して、気密部５２の外部から、第１，第２プリ
ント基板９２，９３を接続した構成としても構わない。この際、第１プリント基板９２の
取付作業を考慮した場合には、ハーメチックコネクタ５２２の複数の導電ピン５２２Ｃの
形状を、レセプタクル９１の第１ピン状部９１４Ｂと同様の形状（弾性変形を可能とする
板バネ形状）とすることが好ましい。
【００７２】
　上述した実施の形態では、本発明に係る第１，第２接続部材として、丸型コネクタ（レ
セプタクル９１、ハーメチックコネクタ５２２）を採用していたが、丸型以外の他の形状
を有するコネクタを採用しても構わない。丸型以外の他の形状を有するコネクタを採用し
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た場合には、第１プリント基板と電気的に接続する複数のコンタクトのピッチを十分に広
く確保することができれば、第１プリント基板を、当該コネクタの中央の位置（当該コネ
クタの中心軸に沿う方向から見て中央の位置）以外の位置に配設しても構わない。
【００７３】
　上述した実施の形態では、複数の第２コンタクト９１５のピッチ（第２のピッチＰ２）
を複数の第１コンタクト９１４のピッチ（第１のピッチＰ１）よりも小さくしていたが、
これに限られず、複数の第２コンタクト９１５のピッチを複数の第１コンタクト９１４の
ピッチ以上の長さに設定しても構わない。
【００７４】
　上述した実施の形態において、第１，第２プリント基板９２，９３は、立体的に配設さ
れていれば、すなわち、同一平面上に位置するように配設されていなければ、上述した実
施の形態で説明した配設状態に限られず、その他の配設状態を採用しても構わない。また
、第１，第２領域Ａｒ１，Ａｒ１´，Ａｒ２，Ａｒ２´についても、互いに独立した領域
であれば、帯状以外の形状を有する領域としても構わない。
【００７５】
　上述した実施の形態において、内視鏡装置１は、医療分野に限られず、工業分野におい
て用いられ、機械構造物等の観察対象物の内部を観察する内視鏡装置としても構わない。
【符号の説明】
【００７６】
　１　内視鏡装置
　２　挿入部
　３　光源装置
　４　ライトガイド
　５　カメラヘッド
　６　複合ケーブル
　７　表示装置
　８　制御装置
　９　光電複合モジュール
　５１　カプラー部
　５２　気密部
　５３　カバー部
　６１　光ファイバ
　６２　電気信号ケーブル
　９１　レセプタクル
　９２　第１プリント基板
　９２Ａ　光電変換素子
　９３　第２プリント基板
　９４　被覆部材
　５２１　ケーシング
　５２２　ハーメチックコネクタ
　５２２Ａ　第２外郭
　５２２Ｂ　板体
　５２２Ｃ　導電ピン
　５２２Ｄ　第１導電ピン
　５２２Ｅ　第２導電ピン
　５２３　撮像素子
　５２４　気密部側プリント基板
　６２１　芯線
　６２２　絶縁層
　６２３　シールド層
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　６２４　被覆層
　９１１　第１外郭
　９１２　インシュレータ
　９１２Ａ　挿入孔
　９１３　コンタクト
　９１４　第１コンタクト
　９１４Ａ　第１コンタクト本体
　９１４Ｂ　第１ピン状部
　９１５　第２コンタクト
　９１５Ａ　第２コンタクト本体
　９１５Ｂ　第２ピン状部
　９３１　第１接続部
　９３１Ａ　孔
　９３１Ｂ　ランド
　９３２　第２接続部
　９３２Ａ　ランド
　９３２Ｂ　第１ランド
　９３２Ｃ　第２ランド
　９３３　架設部
　Ａ　方向
　Ａｒ１，Ａｒ１´　第１領域
　Ａｒ２，Ａｒ２´　第２領域
　ＡｒＥ　他領域
　ＡｒＯ　中央領域
　Ａｘ，Ａｘ´　中心軸
　Ｐ１　第１のピッチ
　Ｐ２　第２のピッチ
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【図１】 【図２】

【図３】 【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０Ａ】

【図１０Ｂ】

【図１１】 【図１２】
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【図１３】

【手続補正書】
【提出日】平成27年9月29日(2015.9.29)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　撮像信号を出力する撮像素子と、
　前記撮像信号を光信号に変換する光電変換素子が実装される第１のプリント基板、及び
前記撮像素子と電気的に接続され前記第１のプリント基板に対して立体的に配設される第
２のプリント基板を有する光電複合モジュールとを備える
　ことを特徴とする内視鏡装置。
【請求項２】
　前記第１のプリント基板及び前記第２のプリント基板の少なくとも一部は、
　異なる平面にそれぞれ配設されている
　ことを特徴とする請求項１に記載の内視鏡装置。
【請求項３】
　前記第２のプリント基板の少なくとも一部は、
　湾曲した形状を有し、
　前記第１のプリント基板及び前記第２のプリント基板の少なくとも一部は、
　異なる面にそれぞれ配設されている
　ことを特徴とする請求項１または２に記載の内視鏡装置。
【請求項４】
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　前記第２のプリント基板は、
　少なくとも一部が湾曲可能とするフレキシブル基板で構成されている
　ことを特徴とする請求項３に記載の内視鏡装置。
【請求項５】
　前記第１のプリント基板は、
　平面形状を有するリジッド基板で構成されている
　ことを特徴とする請求項３または４に記載の内視鏡装置。
【請求項６】
　前記第１のプリント基板及び前記第２のプリント基板の少なくとも一部は、
　互いに重なり合う状態で配設されている
　ことを特徴とする請求項１～５のいずれか一つに記載の内視鏡装置。
【請求項７】
　当該内視鏡装置は、
　カメラヘッドである
　ことを特徴とする請求項１～６のいずれか一つに記載の内視鏡装置。
【請求項８】
　前記カメラヘッドは、
　内部に前記撮像素子を気密に配置する気密部を備え、
　前記光電複合モジュールは、
　前記気密部外部に配置されている
　ことを特徴とする請求項７に記載の内視鏡装置。
【請求項９】
　前記気密部は、
　ハーメチックコネクタを備え、
　前記光電複合モジュールは、
　前記ハーメチックコネクタに機械的及び電気的に接続するレセプタクルを備え、
　前記気密部及び前記光電複合モジュールは、
　前記ハーメチックコネクタ及び前記レセプタクルを介して着脱自在に構成されている
　ことを特徴とする請求項８に記載の内視鏡装置。
【請求項１０】
　前記ハーメチックコネクタ及び前記レセプタクルは、
　丸型形状である
　ことを特徴とする請求項９に記載の内視鏡装置。
【請求項１１】
　前記レセプタクルは、
　筒状の外郭、及び前記外郭内を閉塞するインシュレータを備える
　ことを特徴とする請求項９または１０に記載の内視鏡装置。
【請求項１２】
　前記第１のプリント基板は、
　前記外郭内の中央部分に配設されている
　ことを特徴とする請求項１１に記載の内視鏡装置。
【請求項１３】
　前記第１のプリント基板は、
　前記外郭の中心軸に沿って配設されている
　ことを特徴とする請求項１１または１２に記載の内視鏡装置。
【請求項１４】
　前記気密部内部には、
　前記撮像素子及び前記ハーメチックコネクタを電気的に中継する第３のプリント基板が
配置されている
　ことを特徴とする請求項９～１３のいずれか一つに記載の内視鏡装置。
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【請求項１５】
　前記気密部は、
　硬性鏡が着脱自在に接続される
　ことを特徴とする請求項８～１４のいずれか一つに記載の内視鏡装置。
【請求項１６】
　前記気密部内部には、
　レンズユニット、及び前記レンズユニットを駆動する駆動用モータが気密に配置される
　ことを特徴とする請求項８～１５のいずれか一つに記載の内視鏡装置。
【請求項１７】
　前記撮像素子は、
　ＣＭＯＳで構成されている
　ことを特徴とする請求項１～１６のいずれか一つに記載の内視鏡装置。
【請求項１８】
　前記撮像素子から出力される撮像信号は、
　差動信号を利用して伝送される
　ことを特徴とする請求項１～１７のいずれか一つに記載の内視鏡装置。
【請求項１９】
　光信号を出力する内視鏡装置と、
　前記光信号を電気信号に変換する制御装置とを備え、
　前記内視鏡装置は、
　撮像信号を出力する撮像素子と、
　前記撮像信号を前記光信号に変換する光電変換素子が実装される第１のプリント基板、
及び前記撮像素子と電気的に接続され前記第１のプリント基板に対して立体的に配設され
る第２のプリント基板を有する光電複合モジュールとを備える
　ことを特徴とする内視鏡システム。
【請求項２０】
　前記内視鏡装置は、
　カメラヘッドである
　ことを特徴とする請求項１９に記載の内視鏡システム。
【請求項２１】
　前記制御装置は、
　前記電気信号を処理して、外部の表示装置に出力する
　ことを特徴とする請求項１９または２０に記載の内視鏡システム。
【請求項２２】
　前記制御装置は、
　前記第２のプリント基板を介して、前記撮像素子に制御信号を出力する
　ことを特徴とする請求項１９～２１のいずれか一つに記載の内視鏡システム。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００１】
　本発明は、内視鏡装置、及び内視鏡システムに関する。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
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　本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、小型化が図れる内視鏡装置、及び内視
鏡システムを提供することを目的とする。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明に係る内視鏡装置は、撮像信号
を出力する撮像素子と、前記撮像信号を光信号に変換する光電変換素子が実装される第１
のプリント基板、及び前記撮像素子と電気的に接続され前記第１のプリント基板に対して
立体的に配設される第２のプリント基板を有する光電複合モジュールとを備えることを特
徴とする。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　また、本発明に係る内視鏡装置は、上記発明において、前記第１のプリント基板及び前
記第２のプリント基板の少なくとも一部は、異なる平面にそれぞれ配設されていることを
特徴とする。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　また、本発明に係る内視鏡装置は、上記発明において、前記第２のプリント基板の少な
くとも一部は、湾曲した形状を有し、前記第１のプリント基板及び前記第２のプリント基
板の少なくとも一部は、異なる面にそれぞれ配設されていることを特徴とする。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
　また、本発明に係る内視鏡装置は、上記発明において、前記第２のプリント基板は、少
なくとも一部が湾曲可能とするフレキシブル基板で構成されていることを特徴とする。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　また、本発明に係る内視鏡装置は、上記発明において、前記第１のプリント基板は、平
面形状を有するリジッド基板で構成されていることを特徴とする。
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
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【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１２】
　また、本発明に係る内視鏡装置は、上記発明において、前記第１のプリント基板及び前
記第２のプリント基板の少なくとも一部は、互いに重なり合う状態で配設されていること
を特徴とする。
【手続補正１１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１３】
　また、本発明に係る内視鏡装置は、上記発明において、当該内視鏡装置は、カメラヘッ
ドであることを特徴とする。
【手続補正１２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１４】
　また、本発明に係る内視鏡装置は、上記発明において、前記カメラヘッドは、内部に前
記撮像素子を気密に配置する気密部を備え、前記光電複合モジュールは、前記気密部外部
に配置されていることを特徴とする。
【手続補正１３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１５】
　また、本発明に係る内視鏡装置は、上記発明において、前記気密部は、ハーメチックコ
ネクタを備え、前記光電複合モジュールは、前記ハーメチックコネクタに機械的及び電気
的に接続するレセプタクルを備え、前記気密部及び前記光電複合モジュールは、前記ハー
メチックコネクタ及び前記レセプタクルを介して着脱自在に構成されていることを特徴と
する。
【手続補正１４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１６】
　また、本発明に係る内視鏡装置は、上記発明において、前記ハーメチックコネクタ及び
前記レセプタクルは、丸型形状であることを特徴とする。
【手続補正１５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１７
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１８
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【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１８】
　また、本発明に係る内視鏡装置は、上記発明において、前記レセプタクルは、筒状の外
郭、及び前記外郭内を閉塞するインシュレータを備えることを特徴とする。
【手続補正１７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１９】
　また、本発明に係る内視鏡装置は、上記発明において、前記第１のプリント基板は、前
記外郭内の中央部分に配設されていることを特徴とする。
【手続補正１８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２０】
　また、本発明に係る内視鏡装置は、上記発明において、前記第１のプリント基板は、前
記外郭の中心軸に沿って配設されていることを特徴とする。
【手続補正１９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２１】
　また、本発明に係る内視鏡装置は、上記発明において、前記気密部内部には、前記撮像
素子及び前記ハーメチックコネクタを電気的に中継する第３のプリント基板が配置されて
いることを特徴とする。
【手続補正２０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２２】
　また、本発明に係る内視鏡装置は、上記発明において、前記気密部は、硬性鏡が着脱自
在に接続されることを特徴とする。
【手続補正２１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２３】
　また、本発明に係る内視鏡装置は、上記発明において、前記気密部内部には、レンズユ
ニット、及び前記レンズユニットを駆動する駆動用モータが気密に配置されることを特徴
とする。
【手続補正２２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２４
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【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２４】
　また、本発明に係る内視鏡装置は、上記発明において、前記撮像素子は、ＣＭＯＳで構
成されていることを特徴とする。
【手続補正２３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２５】
　また、本発明に係る内視鏡装置は、上記発明において、前記撮像素子から出力される撮
像信号は、差動信号を利用して伝送されることを特徴とする。
【手続補正２４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２６】
　また、本発明に係る内視鏡システムは、光信号を出力する内視鏡装置と、前記光信号を
電気信号に変換する制御装置とを備え、前記内視鏡装置は、撮像信号を出力する撮像素子
と、前記撮像信号を前記光信号に変換する光電変換素子が実装される第１のプリント基板
、及び前記撮像素子と電気的に接続され前記第１のプリント基板に対して立体的に配設さ
れる第２のプリント基板を有する光電複合モジュールとを備えることを特徴とする。
【手続補正２５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２７】
　また、本発明に係る内視鏡システムは、上記発明において、前記内視鏡装置は、カメラ
ヘッドであることを特徴とする。
【手続補正２６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２８】
　また、本発明に係る内視鏡システムは、上記発明において、前記制御装置は、前記電気
信号を処理して、外部の表示装置に出力することを特徴とする。
【手続補正２７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２９】
　また、本発明に係る内視鏡システムは、上記発明において、前記制御装置は、前記第２
のプリント基板を介して、前記撮像素子に制御信号を出力することを特徴とする。
【手続補正２８】
【補正対象書類名】明細書
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【補正対象項目名】００３０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３０】
　本発明に係る内視鏡装置及び内視鏡システムによれば、小型化が図れる、という効果を
奏する。
【手続補正書】
【提出日】平成27年11月10日(2015.11.10)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　撮像信号を出力する撮像素子と、
　前記撮像信号を光信号に変換する光電変換素子が実装される第１のプリント基板、及び
電気信号ケーブルを介した電気信号を前記撮像素子に中継する第２のプリント基板を有す
る光電複合モジュールとを備え、
　前記第１のプリント基板及び前記第２のプリント基板は、立体的に配設されている
　ことを特徴とするカメラヘッド。
【請求項２】
　前記第１のプリント基板及び前記第２のプリント基板の少なくとも一部は、
　異なる平面にそれぞれ配設されている
　ことを特徴とする請求項１に記載のカメラヘッド。
【請求項３】
　前記第２のプリント基板の少なくとも一部は、
　湾曲した形状を有し、
　前記第１のプリント基板及び前記第２のプリント基板の少なくとも一部は、
　異なる面にそれぞれ配設されている
　ことを特徴とする請求項１または２に記載のカメラヘッド。
【請求項４】
　前記第２のプリント基板は、
　少なくとも一部が湾曲可能とするフレキシブル基板で構成されている
　ことを特徴とする請求項３に記載のカメラヘッド。
【請求項５】
　前記第１のプリント基板は、
　平面形状を有するリジッド基板で構成されている
　ことを特徴とする請求項３または４に記載のカメラヘッド。
【請求項６】
　前記第１のプリント基板及び前記第２のプリント基板の少なくとも一部は、
　互いに重なり合う状態で配設されている
　ことを特徴とする請求項１～５のいずれか一つに記載のカメラヘッド。
【請求項７】
　内部に前記撮像素子を気密に配置する気密部を備え、
　前記光電複合モジュールは、
　前記気密部外部に配置されている
　ことを特徴とする請求項１～６のいずれか一つに記載のカメラヘッド。
【請求項８】
　前記気密部は、
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　ハーメチックコネクタを備え、
　前記光電複合モジュールは、
　前記ハーメチックコネクタに機械的及び電気的に接続するレセプタクルを備え、
　前記気密部及び前記光電複合モジュールは、
　前記ハーメチックコネクタ及び前記レセプタクルを介して着脱自在に構成されている
　ことを特徴とする請求項７に記載のカメラヘッド。
【請求項９】
　前記ハーメチックコネクタ及び前記レセプタクルは、
　丸型形状である
　ことを特徴とする請求項８に記載のカメラヘッド。
【請求項１０】
　前記レセプタクルは、
　筒状の外郭、及び前記外郭内を閉塞するインシュレータを備える
　ことを特徴とする請求項８または９に記載のカメラヘッド。
【請求項１１】
　前記第１のプリント基板は、
　前記外郭内の中央部分に配設されている
　ことを特徴とする請求項１０に記載のカメラヘッド。
【請求項１２】
　前記第１のプリント基板は、
　前記外郭の中心軸に沿って配設されている
　ことを特徴とする請求項１０または１１に記載のカメラヘッド。
【請求項１３】
　前記気密部内部には、
　前記撮像素子及び前記ハーメチックコネクタを電気的に中継する第３のプリント基板が
配置されている
　ことを特徴とする請求項８～１２のいずれか一つに記載のカメラヘッド。
【請求項１４】
　前記気密部は、
　硬性鏡が着脱自在に接続される
　ことを特徴とする請求項７～１３のいずれか一つに記載のカメラヘッド。
【請求項１５】
　前記気密部内部には、
　レンズユニット、及び前記レンズユニットを駆動する駆動用モータが気密に配置される
　ことを特徴とする請求項７～１４のいずれか一つに記載のカメラヘッド。
【請求項１６】
　前記撮像素子は、
　ＣＭＯＳで構成されている
　ことを特徴とする請求項１～１５のいずれか一つに記載のカメラヘッド。
【請求項１７】
　前記撮像素子から出力される撮像信号は、
　差動信号を利用して伝送される
　ことを特徴とする請求項１～１６のいずれか一つに記載のカメラヘッド。
【請求項１８】
　カメラヘッドと、
　前記カメラヘッドと光電複合ケーブルを介して接続される制御装置とを備え、
　前記カメラヘッドは、
　撮像信号を出力する撮像素子と、
　前記撮像信号を光信号に変換する光電変換素子が実装される第１のプリント基板、及び
前記光電複合ケーブルを介した電気信号を前記制御装置と前記撮像素子との間で中継する
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第２のプリント基板を有する光電複合モジュールとを備え、
　前記第１のプリント基板及び前記第２のプリント基板は、立体的に配設されている
　ことを特徴とする内視鏡システム。
【請求項１９】
　前記制御装置は、
　前記カメラヘッドから出力された光信号を電気信号に変換する
　ことを特徴とする請求項１８に記載の内視鏡システム。
【請求項２０】
　前記制御装置は、
　前記電気信号を処理して、外部の表示装置に出力する
　ことを特徴とする請求項１９に記載の内視鏡システム。
【請求項２１】
　前記制御装置は、
　前記第２のプリント基板を介して、前記撮像素子に制御信号を出力する
　ことを特徴とする請求項１８～２０のいずれか一つに記載の内視鏡システム。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００１】
　本発明は、カメラヘッド、及び内視鏡システムに関する。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
　本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、小型化が図れるカメラヘッド、及び内
視鏡システムを提供することを目的とする。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明に係るカメラヘッドは、撮像信
号を出力する撮像素子と、前記撮像信号を光信号に変換する光電変換素子が実装される第
１のプリント基板、及び電気信号ケーブルを介した電気信号を前記撮像素子に中継する第
２のプリント基板を有する光電複合モジュールとを備え、前記第１のプリント基板及び前
記第２のプリント基板は、立体的に配設されていることを特徴とする。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　また、本発明に係るカメラヘッドは、上記発明において、前記第１のプリント基板及び
前記第２のプリント基板の少なくとも一部は、異なる平面にそれぞれ配設されていること
を特徴とする。
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【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　また、本発明に係るカメラヘッドは、上記発明において、前記第２のプリント基板の少
なくとも一部は、湾曲した形状を有し、前記第１のプリント基板及び前記第２のプリント
基板の少なくとも一部は、異なる面にそれぞれ配設されていることを特徴とする。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
　また、本発明に係るカメラヘッドは、上記発明において、前記第２のプリント基板は、
少なくとも一部が湾曲可能とするフレキシブル基板で構成されていることを特徴とする。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　また、本発明に係るカメラヘッドは、上記発明において、前記第１のプリント基板は、
平面形状を有するリジッド基板で構成されていることを特徴とする。
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１２】
　また、本発明に係るカメラヘッドは、上記発明において、前記第１のプリント基板及び
前記第２のプリント基板の少なくとも一部は、互いに重なり合う状態で配設されているこ
とを特徴とする。
【手続補正１１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１４】
　また、本発明に係るカメラヘッドは、上記発明において、内部に前記撮像素子を気密に
配置する気密部を備え、前記光電複合モジュールは、前記気密部外部に配置されているこ
とを特徴とする。
【手続補正１３】
【補正対象書類名】明細書
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【補正対象項目名】００１５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１５】
　また、本発明に係るカメラヘッドは、上記発明において、前記気密部は、ハーメチック
コネクタを備え、前記光電複合モジュールは、前記ハーメチックコネクタに機械的及び電
気的に接続するレセプタクルを備え、前記気密部及び前記光電複合モジュールは、前記ハ
ーメチックコネクタ及び前記レセプタクルを介して着脱自在に構成されていることを特徴
とする。
【手続補正１４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１６】
　また、本発明に係るカメラヘッドは、上記発明において、前記ハーメチックコネクタ及
び前記レセプタクルは、丸型形状であることを特徴とする。
【手続補正１５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１８】
　また、本発明に係るカメラヘッドは、上記発明において、前記レセプタクルは、筒状の
外郭、及び前記外郭内を閉塞するインシュレータを備えることを特徴とする。
【手続補正１６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１９】
　また、本発明に係るカメラヘッドは、上記発明において、前記第１のプリント基板は、
前記外郭内の中央部分に配設されていることを特徴とする。
【手続補正１７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２０】
　また、本発明に係るカメラヘッドは、上記発明において、前記第１のプリント基板は、
前記外郭の中心軸に沿って配設されていることを特徴とする。
【手続補正１８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２１】
　また、本発明に係るカメラヘッドは、上記発明において、前記気密部内部には、前記撮
像素子及び前記ハーメチックコネクタを電気的に中継する第３のプリント基板が配置され
ていることを特徴とする。
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【手続補正１９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２２】
　また、本発明に係るカメラヘッドは、上記発明において、前記気密部は、硬性鏡が着脱
自在に接続されることを特徴とする。
【手続補正２０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２３】
　また、本発明に係るカメラヘッドは、上記発明において、前記気密部内部には、レンズ
ユニット、及び前記レンズユニットを駆動する駆動用モータが気密に配置されることを特
徴とする。
【手続補正２１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２４】
　また、本発明に係るカメラヘッドは、上記発明において、前記撮像素子は、ＣＭＯＳで
構成されていることを特徴とする。
【手続補正２２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２５】
　また、本発明に係るカメラヘッドは、上記発明において、前記撮像素子から出力される
撮像信号は、差動信号を利用して伝送されることを特徴とする。
【手続補正２３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２６】
　また、本発明に係る内視鏡システムは、カメラヘッドと、前記カメラヘッドと光電複合
ケーブルを介して接続される制御装置とを備え、前記カメラヘッドは、撮像信号を出力す
る撮像素子と、前記撮像信号を光信号に変換する光電変換素子が実装される第１のプリン
ト基板、及び前記光電複合ケーブルを介した電気信号を前記制御装置と前記撮像素子との
間で中継する第２のプリント基板を有する光電複合モジュールとを備え、前記第１のプリ
ント基板及び前記第２のプリント基板は、立体的に配設されていることを特徴とする。
【手続補正２４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２７
【補正方法】変更
【補正の内容】



(34) JP 2016-10713 A 2016.1.21

【００２７】
　また、本発明に係る内視鏡システムは、上記発明において、前記制御装置は、前記カメ
ラヘッドから出力された光信号を電気信号に変換することを特徴とする。
【手続補正２５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３０】
　本発明に係るカメラヘッド及び内視鏡システムによれば、小型化が図れる、という効果
を奏する。
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